
⽀援機関・団体名

担当者

連絡先

お問い合わせ

＜⽀援者様⽤＞

お気軽にお問い合わせください

とは・・・❝ChanKan❞
しばし　

ちょっと

という意味です。

<お電話・メールからお申し込みください>

chankanpt-g@since2011.net

安⼼して滞在できる場所を確保することで

多岐にわたる選択肢を考えることが

できるようになります。

�

緊急⽀援が必要な相談者に対する

新たな⽀援体制を充実させていきたい

と考えています。

（⼀社）社会的包摂サポートセンター
ChanKanプロジェクト

03−5244−5368
�

070−4078−2560

ちゃんかん

⽀援者の⽅向けのご案内になります。
ご相談様にはお渡ししないでください。

固定

携帯

※不在の場合はメールにてご連絡ください。
 翌⽇以降の対応になる場合がございますが
 ご了承のほどよろしくお願いいたします。

以下の項⽬をご記⼊の上送信ください。

本プロジェクトは⽇本財団の助成⾦を受けて実施します。



〇⽇本⼈若年層
（18歳から39歳まで）

ChanKan
プロジェクト

ご利⽤にあたって

電話またはメールにてお申し込みください。
ご相談のみも受け付けております。

申し込み

◆⼀時的な住まいとしての利⽤になります。

例）
・シェルター⼊所までのつなぎ
・⼀時⽣活⽀援事業利⽤開始までのつなぎ
・住み込み就労先へ⼊寮までのつなぎ
・⽣活保護申請や住まい確保までのつなぎ

◆外国語での通訳⽀援は、⾔語によって
 当⽇対応できない場合がございます。

◆宿泊⽀援終了後の住まい探しなど
 中⻑期⽀援は⾏いません。

利⽤にあたって

様々な理由により住む場所や⾷事に困っている

⽇本の若年層と在⽇外国⼈の⽅々のために

⼀時的な滞在先を⽀援する相談窓⼝です。 

対象者

〇外国⼈・外国籍の⽅宿泊について

〇原則5泊6⽇
 （年末年始等連休の場合には要相談）

〇宿泊期間中の⾷料⽀援も可能
 （⽀援者による⽴替払いかつ現物のみ）

〇ビジネスホテル等を利⽤します
 ※宿泊費⽤のご負担はありません

Languages
 

〇英語 中国語 タイ語 スペイン語
 ポルトガル語 韓国朝鮮語 
 タガログ語 インドネシア語
 ベトナム語 ネパール語

〇上記対象者が含まれる世帯
（親⼦・きょうだい・夫婦など）

（全国都道府県対応）


